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長野県池田町における 
  「池田町公民館使用許可取り消し問題」についての報告 
 
                      「町民と政党のつどい」実行委員会 編 

■ 第 1 部 2016 年 12 月～2017 年 12 月 ■ 

 
注：文中の※番号は関連する資料です。これらはすべて実行委員会の公民館問題を特集し

たウエブ上に 1 つのコンテンツとして収録していますので、必要に応じてご覧下さい。な

お、文書ではまとめていませんのでご了解ください。 
 
§１ はじめに 

 「町民と政党のつどい」池田町実行委員会は、2016 年 12 月 2 日に池田町公民館を会場

に、野党の各代表をまじえ「野党共闘」の実現を話し合う集会を開くことを計画しました。 
 開催日当日の１ヶ月前にはすでに公民館に会場使用を申請し許可を得ていましたが、池

田町公民館と町教育委員会は 12月 1日になって会場の使用許可を取り消すという前代未聞

の処分を行いました。 
 実行委員会は、直ちに池田町と教育委員会に抗議しました。また、年が明けてからは公

民館使用許可取り消しの不当性を訴えるとともに取消処分の撤回を求めて 2 度にわたる質

問書を提出、継続的に町・教育委員会と粘り強く協議を続けてきました。 
 その結果、2017 年末になって池田町教育委員会は、使用許可取消処分に至る手続きの不

備・不手際を認め、「取り消し通知書」の撤回を表明、他の公共施設の貸し出しまで認めな

かった事案についても地方自治法違反の瑕疵を認めて謝罪、引責処置を講ずることになり

ました。 
 公的施設における「集会・言論の自由」への重大な侵害という今回の公民館使用許可取

り消し問題が、教育委員会側の謝罪と双方の「合意書」によって、一定の前進的決着を見

たことは、今後の住民の自治的・政治的活動にとって大きな意味を持つものと言えます。 
 私たちの 1 年にわたる取り組みの経験をまとめ、同様の問題に直面して苦闘する多くの

仲間と教訓を共有することは、今日の政治状況の中では特別に重要であると考え、ここに

経過と教訓をまとめ、あわせて主な文書類を収録することにしました。 
 皆さまからのご批判、ご意見をお寄せ下さいますことを心から期待いたします。 
 
 
§2 池田町公民館使用許可取り消し問題の経過 

（1）準備段階（～2016 年 12 月中旬） 
 池田町では、安倍内閣による安保関連法案が国会で重要段階を迎えた 2015 年 6 月 23 日
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に有志で「戦争法に反対する池田町民の会」を結成しました。よびかけ人には町内の学者・

知識人、住職、住民団体代表など 12 名が名をつらね、5 人の事務局員が実務を担当するこ

とになりました。 
 「町民の会」は、2000 万署名で町民の 3 割以上にあたる 3000 筆を上回る署名を集め、

数度のチラシ全戸配布、軽トラパレード、学習会、中央集会への代表派遣などにとりくみ

ました。 
 それらの活動は、町内での世論形成に大きな力を発揮しただけではなく、大北地域（大

町、北安曇郡）でのその後の野党共闘を求める運動にもつながり、杉尾秀哉統一候補の当

選に貢献しました。大北地域から大町に結集した 100 台の軽トラパレードはその 1 つの象

徴的活動となりました。 
 安倍内閣が追い詰められる中で、2016 年にはいつ解散があってもおかしくない状況が生

まれました。「戦争法に反対する池田町民の会」は、上記の取り組みを土台に、衆議院選挙

でも野党共闘を実現することが住民要求に添う道筋であると確認し、2016 年末に野党各党

を招いて政策などの意見を聞くとともに野党統一の機運を高める学習・討論集会を開くこ

とを決め、町民が集まりやすい池田町公民館を会場として申請（※001）、許可（※002） 
を得て準備を開始しました。 
 まず、11 月初旬に町内の団体によびかけて「町民と政党のつどい」（以下「つどい」）実

行委員会を結成。チラシ（※003）を作成して配布するとともに、SNS などでも広く町内外

に参加を呼びかけました。 
 
※参考資料 
 001 池田町公民館への使用許可申請書 
 002 池田町公民館使用規定（内規） 
 003 「町民と政党のつどい」チラシ 
 
（2）池田町公民館による使用許可取り消し処分（2016年 11月 29日～12月 1日） 

＜11月 29日＞ 

 「つどい」の開催日が迫った 11 月 29 日午後１時 50 分頃、池田町公民館館長から事務局

長の自宅に「12 月 2 日の公民館会議室使用について聞きたい」という電話がありました。 
 その内容は、「『町民の会』の申請となっているが『つどい』実行委員会とはどんな関係

か」「公民館内規に抵触するのではないかという外部からの声がある」というものでした。 
 この電話の背景には、１ヶ月前の公民館使用許可申請時には「つどい実行委員会」が準

備段階だったために、申請団体を「町民の会」としていたこと、さらに公民館の使用目的

を「会議」としていたことがありました。 
 事務局長は同日午後 5 時すぎに教育委員会のある教育会館に出向き、教育長、教育課長、

公民館長 3 氏と面談、経過を説明し公民館の内規とその前提となっている社会教育法第 23
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条について意見交換。 
 実行委員会からは主に次の 3 点を主張しました。 
①申請団体と実行団体が異なっているのは、申請時にはまだ「つどい」は準備段階であっ

たためである、②社会教育法第 23 条は、公民館が行う行為を禁じている条項であって市民

団体に適用するのは間違いである、③選挙になっていないのに、選挙活動の話などするわ

けがない。 
 これらの主張に対して、町側からはとくに反論もなく、今回の「つどい」は「公民館内

規には抵触しない」ことを町側も了解し「使用可能」として決着しました。 
 なお、「申請団体」を「町民の会」から「つどい実行委員会」に変更することを申し出ま

したが、公民館長は「今回は変更しなくてもよい」と答えました。 
 
＜11月 30日＞ 

 ところが、翌日の午後 6 時頃、公民館長から「29 日の協議の文書を自宅に届けたい」と

の電話がありました。「わざわざ来る必要はないのでファックスで」と返事すると、午後 7
時頃、「池田町公民館使用に係わる確認事項」（以下「確認書」※004）と題する文書が送ら

れてきました。 
 午後 8 時頃、再度館長から「文書の内容はどうか」との電話があったため「問題となる

文言が含まれている、夜遅く電話で話す問題ではない、明日公民館で話し合う」と伝えま

した。館長が「午前中は会議がある」と返答したため「では午後 3 時に」と述べ、了解の

上で電話を切りました。 
 
＜12月 1日午前＞ 

 午前 11 時 30 分に公民館長から事務局長に次のような電話が入りました。 
 「午前中、町長・副町長・教育長・公民館長はじめ全課長が参加する『庁議』が開かれ、

その場の議を経て 12 月 2 日の公民館使用について『使用許可取り消し』の決定をした」 
 事務局長は「つどい」が翌日に迫っていたために、その場では、抗議・撤回よりも次の

会場を用意することを優先させ、池田町福祉会館に出向きました。ところが館長が「会場

は空いているが町から貸さないように連絡が入っている」と述べたため、池田町福祉セン

ターに行って管理責任者の福祉課長と面談することになりました。 
 福祉課長は、「（自分は）庁議に出席している。町の決定に従わざるを得ない」として、

他の公的施設もすべて貸し出さないことを明言しました。 
 その結果、会場探しに奔走せざるを得ず、午後遅くにようやく池田町 1 丁目基幹センタ

ーを会場として確保することができました。 
 
＜12月 1日午後＞ 

 本来、午後 3 時に「確認書」の内容について協議するために出向くはずだったにもかか



5 
 

わらず、町の理不尽な対応に直面したため、事務局長は午後 5 時、教育長、教育課長、公

民館長に面談を求め、公民館使用許可取り消しの理由をただしました。 
 教育長は、①申請時は「会議」となっているが、チラシでは「つどい」（集会）となって

いる。②チラシにある「総選挙も市民と野党共闘で勝利しましょう」「自公政権の暴走を止

め、安倍内閣を退陣させる」というのは特定政党を利する表現であり、社会教育法第 23 条

に抵触すると答えました。 
 その際に、29 日の面談で「内規には抵触しない」とした結論や 30 日の「確認書」につい

ては一切答えませんでした。 
 翌日の集会の準備があるため、その日の面談は正式抗議を後日に行うことを伝え、2 日午

前中に処分書を正式文書とすることを確約させるにとどまりました。なお、30 日ファック

スで送られた「確認書」については、1 日の午前 10 時頃に受け取りました。 
 
（3）「町民の会」フェイスブックへの自民党現職代議士による書き込み 

                          （11月 29日～30日） 

 池田町公民館、教育委員会による動きと符丁を合わせるかのように、現職自民党 M 代議

士が「町民の会」フェイスブック・イベントページに異常な書き込みを始めました。 
 M 代議士は、「与党抜きの会合では物足りないのでは？」とまず書き込み、野党共闘につ

いて話し合う場であるので「挨拶は遠慮してほしい」と告げると「それであれば集会の表

題を代えて（ママ）下さい。中立を装う表題は誤解を生みます。欺瞞ではないでしょうか」

と矛先を集会のあり方に向け、さらに教育委員会の当事者でなければわからない内容まで

踏み込んで書き込みを続けました。 
 これと並行して外部から公民館、町役場への「クレーム」電話が入っていることに私た

ちは重大な関心を払いました。 
 M 代議士の書き込みの主な内容は次の通りです。 
・政治的に一方に偏った政治集会に公民館が使えるとは知りませんでした。参考になりま

す。 
・表題を見ると中立を装ってますが、中身は全く異なるもの。公民館は本当に使用許可し

たのかなあ。 
・（公民館の政治利用は安倍総理も認めているという書き込みに）池田町の取り扱い基準に

照らしてどうか、ということ。国の基準が問題ではありません。 
・誓約書に、政治目的ではないと、書いたようですね。平気で嘘をつくのであれば、問題

です。 
 
（4）「町民と政党のつどい」（12月 2日） 

 この日、会場変更などの連絡でかなり混乱しましたが、何とか開催にこぎ着けることが

できました。 
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 この集会には町内外から 75 名。野党からは民進党、日本共産党、社会民主党、緑の党の

各代表が参加し、野党共闘へのそれぞれの決意を聞き、生活・平和の課題などについて活

発に意見を交わし、「つどい」は成功裏に終わりました。 
 

（5）取り消し通知書の受領（12 月 2日） 

 12 月 2 日、実行委員会は教育委員会から町長、教育委員会名の「池田町公民館使用許可

取り消し通知書」（※005）を受け取りました。 
 この「通知書」には、根拠法令は記載されず、ただ次の 2 項目が「取消理由」として述

べられていただけでした。 
 ①申請内容と実施予定内容が異なること 
 ②案内チラシの文面に、特定の政党の利害に関することが記載されていること 
 
（6）抗議文の手交（12月 5 日） 

 「つどい」実行委員会は 12 月 5 日教育会館を訪れ、副町長、教育長、教育課長、公民館

長に対して抗議文（※006）を読み上げて手渡しました。これには実行委員会から 9 名が参

加、マスメディア各紙も抗議の模様を取材しました。 
 この日の町の回答は、以下のように、自らを正当化するだけではなく事実をねじ曲げる

ことも多い極めて問題のある対応でした。町の回答は以下の通りです。 
＜町の回答＞ 
①前日に取り消したことは謝りたい。しかし取り消し処分は正当である。 
②30 日の確認書を納得していないというので、毎月 1 日に開いている庁議に諮り、そこで

の意見を踏まえて公民館長は不許可とした。 
③社会教育法についての解釈は実行委委員会と異なる。職員とともに利用者も守るべき規

定である。また、公民館の中立性は公民館側も利用者も守るべきだ。 
④公民館長の在任期間（1 年 8 ヶ月）に許可を取り消した事例はない。 
 これに対して、実行委員会は以下の点について後日回答するように求めました。 
＜実行委員会からの質問＞ 
①申請内容と実施内容がどのように異なっているのか。 
②特定の政党とはどの政党であり、どのような利害があると認定したか。 
③チラシの内容のどの部分が特定政党の利害に関するものであると判断したのか。 
④今後も同様の審査・処分をする方針か。 
⑤「確認書」の記載内容の具体的説明を求める。 
 
（7）池田町・教育委員会による回答 

 12 月 16 日、池田町と教育委員会は文書で質問についての回答（※007）を行いました。 
①申請内容と実施内容が異なることについては、「実施団体は申請時の「町民の会」から「つ
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どい実行委員会」になっている」「申請時には『会議』だったがチラシでは『集会』を目的

としたものとなっている」ことをその根拠にあげました。しかし、11 月 30 日に使用目的を

「変更する」と申し出たところ「今は変更しなくてもよい」と答えたことには触れていま

せん。 
②チラシの文面の「特定政党の利害に関すること」とは「野党共闘で勝利しましょう」「自

公政権はもうゴメン」「自公政権の暴走を止め、安倍内閣を退陣させるために、全国で野党

共闘を実現させることが必要」と書かれていることだと回答。 
③特定政党とは、民進党、日本共産党、社会民主党、緑の党であることと回答。 
④「申請時に一度許可したものを庁議で覆した経過」については、公民館長からの報告を

受け、教育委員会として理事者などの参考意見を聞きたいという考えで庁議に諮ったこと、

公民館長はその後の庁議の判断を受けて判断し使用許可の取消を行った。 
 
（8）池田町議会 12月定例会での答弁（2017年 12月 18日） 

 

 町議会一般質問で、公民問題について質問した服部議員に対して、教育委員会は事実を

曲げるいくつかの重大な答弁を行いました。（※008） 
①「確認書」は、つどい事務局長が「（11 月 29 日に）言われたことを文面にした。間違い

があってはいけないので文面にした」と再三にわたって強調しました。 
 そこでは、11 月 29 日の話し合いが公民館使用内規が中心であり、内規には触れないと双

方で確認したことには一言も触れませんでした。また、「選挙に関する話題、議論はしない」

と事務局長が発言したと個人名を何度も挙げて弁明につとめていました。 
②11 月 30 日、「確認書」のファックス送付後の電話で「内容については承諾できないとの

返事をいただいた」とだけ述べて、12 月 1 日に話し合うために時間まで決めて電話を切っ

たことを無視、一方的に「確認書」が全面否定されたとの判断で翌日すぐに庁議にもちこ

んだことを明らかにしました。 
 教育委員会は、この公民館長の個人的判断に従い、庁議でもその事実を確認することも

なく、この「全面否定」の判断で「取り消し処分」が行われたことを示す答弁です。 
③教育長は、「公民館は皆さんに使っていただきたいということが基本であります」と述べ

たあと、「ただし、社会教育法第 23 条第 1 項、2 項にあります、この要件に該当しない限り

全ての方に開放していきたい」と、社会教育法の解釈の根拠についてあいまいにしたまま、

その適用の正当性を強調しました。 
 町長もまた、平成 27 年 6 月 19 日に福田昭夫議員の質問趣意書に答えた安倍首相の答弁

書を引き合いに出し、「公民館の政治的中立性を確保するために設けられているものであり、

例えば、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させることや、特定の政党に偏って

利用させるようなことは許されない」という部分を紹介し、教育委員会の判断を追認しま

した。 
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 しかし、これは政党に関するものであって、しかも社会教育法そのものの趣旨を歪めた

答弁書であることは全く視野の外においています。また、教育長も町長も、広島市での公

民館運営についての見直しの動きについての質問には何ら答えず、文科省がその後に出し

た通達にも何ら触れませんでした。 
 
※参考資料 
 004 池田町公民館使用許可に係わる確認事項について（「確認書」）（2016年 11月 30日） 
 005 池田町公民館使用許可取り消し通知書（2016 年 12 月 1 日） 
 006 公民館使用許可取り消しに対する抗議文（2016 年 12 月 5 日） 
 007 抗議文に対する教育委員会の回答（2016 年 12 月 16 日） 
 008 池田町議会 12 月議会 一般質問 服部議員の質問（2016 年 12 月 18 日） 
 
 
§3 一連の経過における問題点 

 これまで述べた経過において特徴的なことは、池田町、教育委員会が自らの不手際を覆

い隠し、実行委員会とのやりとりの中で都合のよい部分だけを貼り合わせて自らの行為を

合理化、正当化し、さらには、事実に反することまで実行委員会に押しつけるという態度

で終始したことです。 
 
（1）11月 29日から 12 月 2日に至るやりとりについて 

①「公民館内規に触れない」ので実施可能と双方が判断した。 

 11 月 29 日のやりとりのもっとも重要な点は、「池田町の公民館内規に抵触していない」

ことを合意したことにありました。 
 「公民館内規」は初めに社会教育法第 23 条を記載し、その下に政党に貸し出す際の注意

事項を添えただけの簡単なものでした。従って、政党でも政治団体でもない「つどい実行

委員会」が内規にあてはまらないことは当然で、過去に何度も政治的な内容で公民館を利

用して全く問題がなかったのです。 
 申請内容と実施内容に相違がある点については、その日に変更すると申し出たところ、

「変更しなくてもよい」と答えました。また、社会教育法について、実行委員会側が「法

律の文面通り、23 条は公民館を規定する条項」と主張したことに教育委員会はとくに異論

をとなえたわけではなく、その際は社会教育法の解釈を巡って議論をたたかわせたという

ことではありませんでした。 
 
②「確認書」の問題点 

 30 日に教育委員会が急遽作成した「池田町公民館の使用に係わる確認事項について」（以

下「確認書」）について教育委員会は、この文書は「事務局長が話した内容をまとめたもの」
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「実行委員会に公民館を使用させるために作成したもの」であると説明しました。 
 しかし、以下のような問題点がありました。 
（ア）「確認書」といいながら、11 月 29 日の両者の面談時にはその話は全くなく、事前に

項目を話し合ったこともありませんでした。「確認書」としたいのであれば翌日に時間をと

って話し合うべきだし、合意できない内容であればその時点で破棄されるべきでした。 
（イ）11 月 29 日に「内規に抵触しない」ことを双方で合意したことは何も記載されず、完

全に無視されていました。 
（ウ）項目の中に書かれた「選挙に関する話題・議論は一切しない」については、実行委

員会がそのような発言をするはずもなく、全く事実に反する項目でした。 
 
③「確認事項」が「全面否定」されたと思い込んだ公民館長の独断的判断 

 11 月 30 日夜の公民館長からのファックス送信およびその後の電話で、「内容に問題があ

るのでこのままでは認められない。翌日そちらに行くから話合おう」と述べたことを、公

民館長は「確認書」が実行委員会によって「全面否定された」と勝手に判断したのです。 
 その判断の根拠は、30 日のファックス後の電話で、事務局長が明日行って話し合うこと

を前提に「このままでは認められない」と話したことだけを取り上げて、すべて否定され

たと受けとったことにありました。 
 教育委員会は、そのやりとりに何ら疑いを挟まなかったばかりか、それを唯一の根拠と

して使用許可取り消しに傾き、翌日の町議でその「お墨付き」をもらおうとしたのです。 
 
④館長の「経過報告」を鵜呑みにして使用許可取り消しを容認し、さらに他の公共施設も

貸さないことを決めた庁議参加者 

 教育委員会は、30 日夜にファックスで送った「確認書」が全否定されたとする公民館長

の報告（※009）に基づいて、「理事者などの経験者の意見を聞く」ために翌日 12 月 1 日の

庁議に議題として提出しました。 
 通常は出席しない公民館長も庁議に出席し、経過を説明するとともに意見を求めました。 
 理事・課長から出た意見は、公民館の使用を認めるべきではないというものだったよう

です。さらに、重大なことは、それに加えて他の公共施設（福祉会館、福祉センター「や

すらぎの郷」など）も貸すべきではない（庁議決定）と決定してしたことです。 
 ここには大きな問題点がいくつも見られました。 
・本来教育委員会が自らの判断で決定すべきことがらを町の問題として持ち出してしまい、

行政全体に責任転嫁してしまったこと。 
・庁議参加者とりわけ理事者（町長、副町長）は、翌日の開催が迫っているとはいえ、ま

だ話し合いをおこなう余地があることを指摘し、開催できるように働きかける努力を行う

べきであったが、公民館長の独断的判断（館長提出の「経過報告」）を鵜呑みにし、それに

引きずられてしまうという軽率かつ拙速な態度をとったこと。 
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・庁議で他の公共施設を貸さないという地方自治法違反を犯してしまったこと。これは、

町ぐるみで違法行為を犯したことを意味する重大な問題でした。これには庁議参加者の誰

も異論を差し挟まなかったのですから、行政の質を問う問題でもありました。 
 
⑤「公民館使用許可取り消し通知書」の問題点 

 経過での触れたように「取り消し通知書」は 2 点の理由をあげて取り消すことを通知し

ています。 
 ここには、なぜ取り消すことができるのかを示す根拠法令の記載がありません。さらに、

手続きとして、池田町手続き条例には「聴問の機会を与えなければならない」とされてい

るにも関わらず何らの手続きもしませんでした。全く効力の無い通知書を発行したのです

から、むしろ行政責任が問われる問題でした。 
 
（2）12月 2日以降 

①12 月 5日の抗議文手交の際における教育長発言 

 12 月 5 日の抗議文を手交した際、教育長は次のように発言しました。 
 「公民館というのは、当然公民館の職員も守らなければならないし、借りていただく皆

さんにもぜひルールを守ってほしいという解釈できたので、当然公民館長が政治的中立を

乱すのはまずい、借りるみなさんも私たちは政治的な中立のなかで館をつかっていただき

たいなと思っていました」 
 ここには、社会教育法第 23 条が公民館を縛る条文であることをねじ曲げて、逆に公民館

が考える「政治的中立」を公民館利用者に押しつけ、あくまで公民館の判断の枠内でしか

利用を認めないという逆さの立場が表れていました。 
 
②12月 16日の教育委員会回答 

 回答は前文で、使用許可申請書の記載事項とチラシに書かれた内容に相違がある点と、

チラシの文面を理由にしたことを改めて述べ、社会教育法第 23 条を前面に押し出して、そ

れに該当すると「取り消し」を正当化しています。 
 「確認書」についても、「（事務局長との 29 日の話合いにもとづいて）間違いのないよう

にするためのもの」であると述べ、何ら合意のない無効の文書であることは認めず、あく

まで事務局長が述べたことをそのまま記載したかのように述べていました。 
 
③町、教育委員会の回答を受けて 

 全体として、これまでの教育委員会の対応を見る限り、自らの不手際や誤りにまともに

向き合おうという姿勢は全くなく、取り消し処分を正当化するとともに、取り消しに至っ

た責任が実行委員会にあるかのように描き出してきました。 
 実行委員会は、この回答を受けて、教育委員会の手続き上、法令上の瑕疵を明確にし、
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取り消し処分の撤回を求めるため、年末に質問書を提出するとともに、年明けから体制を

整えて改めて取り組みを強化することにしました。 
 
※参考資料 
 009 公民館長 経過報告 
 
 
§4 実行委員会から町への質問書の提出と自由法曹団の抗議文 

（1）質問書（「池田町の「回答」に関する質問と要求」）の提出（2016年 12月 27日） 

 「公民館使用許可取り消し」に至る一連の経過には、前日に取り消されたという異常さ

だけではなく、経過にも法令上にも様々な問題点が見られました。そこで、実行委員会は、

町の 12 月 16 日の回答を受けて、12 月 27 日に 37 項目に及ぶ詳細な「池田町の『回答』に

関する質問と要求」（※010）を提出し速やかな回答を求めました。 
 その概要は次のようなものです。 
 第 1 に、教育委員会が取り消しの理由のひとつに申請者の変更が行われず実施内容が申

請時と異なることをあげていることについて、本来話し合ったり修正したりすれば済むこ

とをなぜことさら理由として挙げているのか。 
第 2 に、事前の話も合意もない「確認書」についての様々な問題点を指摘して質問。 
第 3 に、庁議の内容の実際、過去の公民館の使用履歴について事実関係の質問。 
第 4 に、庁議で他の公共施設を貸さなかった点について、責任の所在と法律違反の意識が

あったのかどうか。 
第 5 に、12 月町議会（12 月 18 日）で、教育課長が「確認書は事務局長が述べたことをそ

のまま文書にした」などと合意のないことを覆い隠して一方的に説明したことを追及し答

弁の撤回を要求。 
第 6 に、この問題が憲法の集会の自由、言論の自由にかかわる重大性を持っていることに

触れて、町と教育委員会の基本的な認識を問い、社会教育法をどのように解釈したのかを

詳細に質問。 
第 7 に、本来公民館規定に抵触しないとして公民館が使用できると合意したはずなのに、

政治団体でない「町民の会」に内規を適用して使用許可を取り消したのは何故か。 
第 8 に、今後の公民館のあり方をめぐって、このままならば同じ誤りを繰り返すことにな

るとして、広島市などの先進例に学ぶことを要求。 
 
（2）自由法曹団の抗議声明（2016 年 12月 27日） 

 実行委員会による「質問書」の提出と前後して同日、長野県下の弁護士で組織する自由

法曹団長野県支部のメンバーが教育委員会を訪れ、「公民館使用許可取消処分に抗議する声

明」（※011）を池田町町長に手渡しました。 
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 この声明では、経過を詳細にのべた上で、この取消処分は日本国憲法第 21 条 1 項に違反

するものであることを論理的に明快に指摘、また、取消処分書に根拠法令が記載されてお

らずまた池田町手続き条例に照らして聴問の機会を与えていないため条例違反にもなって

いることをあげて、町の処分に強く抗議しました。 
 
（3）実行委員会の見解発表 

 実行委員会は、1 月 20 日、公民館使用許可取消問題についての見解（全文※012、要約

版※013）を発表し、経過を振り返りながら問題点を整理し、町民にこの問題の所在と解決

への方向を訴えました。 
 
（4）町からの回答 

 池田町と教育委員会は、「質問と要求」に対して、2 月 1 日文書で回答（※014）しまし

た。 
 この「回答」の特徴は、事実をねじ曲げながら自らの処分を正当化し、実行委員会が「確

認書」を全面否定し、特定政党を利するための集会を開こうとしていたとみなす一方的で

不当な姿勢で貫かれていたことです。 
 そしてさらに重大なことは、教育委員会側には、ここに至るまで実行委員会に謝罪する

ことはおろか、直接協議して問題を前進的に解決しようとする姿勢が全く見られなかった

ことです。その例を２，３挙げてみましょう。 
①11 月 29 日の面談の際に、申請内容を修正しようと申し出たところ「今回は修正しなくて

もよい」と答えたことについて、「翌日 30 日に、確認書と同時に提出を頂くよう準備をし

ていたためです」と全くつじつまの合わない返答をしました。 
 第 1 に、確認書の話はそのときには話題にもなっていないのですから、もしこの回答が

事実ならそのときにはすでに教育委員会は次の日に確認書を出させるつもりでいたことを

示しています。 
 第 2 に、明日提出させたいならそう言えばいいのに、今回は修正しなくてもいいと答え

たのですから、この回答は言い逃れにもなっていません。 
②11 月 29 日の面談では「内規に抵触しないことを確認しただけだが、確認書にはなぜその

経過が触れられていないのか」という質問に、「本件は内規に該当する案件ではない旨を確

認した上で協議しました」と支離滅裂な言葉を並べるだけで、回答不能ぶりを示しました。 
③本来「確認書」というのは両者が合意して初めて意味を持つものである以上、教委の一

方的な判断を書いただけではないのか、という質問には、「事務局長が『公民館の使用制限

にあたることはしない』との発言があったので、その確認をするためのものだから、町の

一方的な判断にもとづくものではない」と強弁。 
④11 月 30 日夜の公民館長からの電話の際に、12 月 1 日午後に公民館に出向いて話をする

と約束したことについて、「『翌日出向いて話をする』と告げられ一方的に電話を切られた
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ので、説明の約束した認識はなかった」と事実関係を捏造。 
⑤公民館は「政治的な教養」（教育基本法）を高めるために、憲法・教育基本法の人権規定

を最大限に保障する必要があるのではないのか、という質問に、「ご指摘の事項が公平、校

正に行われるために社会教育法の規定があるものと認識している」と答え、その本末転倒

した認識ぶりを露呈しました。 
⑥庁議で他施設まで貸さなかったことについて違法行為ではないのかという追及に、「正当

な理由がない限り利用を拒むことはできない。その点反省するとともに、・・・今後職員に

法的根拠も含めて周知徹底していく」と述べるだけで、謝罪の意志も違法行為という認識

も全く見られない、その意味で当事者能力を完全に欠落させた驚くべき回答でした。 
 
※参考資料 
010 町への質問書「池田町の『回答』に関する質問と要求」（2016 年 12 月 27 日） 
011 自由法曹団抗議声明（2016 年 12 月 27 日） 
012 実行委員会の見解（全文）（2017 年 1 月 20 日） 
013 実行委員会の見解（要約版）（2017 年 1 月 20 日） 
014 「質問と要求」に対する町からの回答（2017 年 2 月 1 日） 
 
 
§5 再質問書の提出 

（１）再質問書の提出（2017年 2月 28日） 

 教育委員会が自らの行った行為を客観的に評価できず、実行委員会からの質問にもまと

もに答えられない事態に直面し、「公民館使用許可取り消し問題」の意義を改めて議論し直

し、長期戦の構えで町・教育委員会との協議を継続することとしました。 
 そこで、実行委員会は教育委員会の回答を検討し、問題点をすべて洗い出して、詳細な

再質問書（※015）を作成、2 月 28 日に教育委員会に提出しました。 
 
（２）公民館使用許可取消処分の撤回と謝罪への道すじ 

 教育委員会との協議、交渉が長期戦になる様相を深めたこの頃、実行委員会はこの問題

解決への道筋として 3 つの方針を立てました。 
 1 つは、この頃から一方で法廷での決着も視野に置き、資料などを整備することです。そ

のために、ウエブ上で過去の文書類をすべて整理し公開することとしました。 
 ２つは、学習会（※016）なども行ってひろく町民や報道機関にこの問題を知ってもらう

とともに、事実関係の正確な理解とこの問題のもっている重要性を実行委員会としても深

くとらえることです。 
 ３つは、町・教育委員会との協議のあり方を見直し、事務レベルでの折衝も随時行いな

がら弾力的に協議を続けるように努めることです。 
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（３）新聞各紙の報道 

 この間に地元紙（※017、018、019）、朝日新聞（※020）などが相次いでこの問題の本

質的意味を問う記事を掲載しました。 
 とくに、信濃毎日新聞（※019）、朝日新聞（※020）の大型特集記事は、単に経過と現在

の状況を伝えるだけではなく、専門家の意見なども紹介して教育委員会の対応に大きな問

題があることを浮き彫りにしていました。 
 
（４）池田町議会 3月定例会（2017年 3月 15日） 

 12 月議会に続いて、服部議員は公民館問題について質問しました。ここでも教育委員会

は、問題発言を繰り返しました。（※021） 
①教育課長は、社会教育法第 23 条は公民館の運営規則を定めており、第 22 条で公民館が

行う事業を定めそれに貸し館事業が定義されている、従って、貸し館事業についても第 23
条の規定が適用されるという認識を示しました。 
②教育長は、今回の取消処分のポイントに「チラシを見たときに、相手を否定するような

言葉（注：「安倍内閣を打倒しよう」）があった」とのべ、この表現へのこだわりを強調し

ました。 
③教育長は、11 月 29 日の話し合いが「途中で終わってしまったことが、今回の一番いけな

かったことだ」反省の弁を述べました。町長もまた、「食い違いと誤解、行き違いがあって

迷惑をかけた」と双方に非があったかのような発言をしました。 
 しかし、問題は本来「内規に触れない」ことを確認し使用できることを合意したはずだ

ったのに、「確認書」を持ち出し、それが否定されたと判断して使用許可を取り消した根本

の問題には全く目を閉ざしていました。 

 
 
※参考資料 
015 再質問書の提出（2017 年 2 月 28 日） 
016 公民館問題学習会チラシ（2017 年 4 月 9 日） 
017 地元紙の報道（2017 年 4 月 11 日 大糸タイムス） 
018 地元紙の報道（2017 年 4 月 11 日 信濃毎日新聞） 
019 地元紙の報道（2017 年 4 月 25 日 信濃毎日新聞） 
020 地元紙の報道（2017 年 4 月 29 日 朝日新聞） 
021 池田町議会 3 月定例会 一般質問 服部議員の質問（2017 年 3 月 15 日） 
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§6 行政の人事異動と事務レベル協議の開始 

（１）事務レベル協議の開始 

 4 月の人事異動で、教育委員会内部の組織編制とともに職員配置も大幅に変わりました。

まず組織編制では、学校教育課を教育保育課に改組した上、新たに生涯学習課を新設、公

民館はこの課に属する ことになりました。 
 そのため、あらたに配属された生涯学習課長・公民館長は、引き継ぎがあったとはいえ

過去の経過をすべて最初から理解しなければならないということになったため、協議する

ためにもそれなりの時間が必要となりました。 
 反面、過去のしがらみに捕らわれず、忌憚のない意見交換が可能となったこともあって、

3月 29 日に副町長と非公式折衝を行い、4月 19日の第 1回事務レベル協議（副町長も出席）

を皮切りに双方の考えを述べ合う機会を増やしていくことになりました。 
その後の事務レベル協議の日程は次の通りです。 
 第 2 回 5 月 30 日、第 3 回 6 月 30 日、第 4 回 7 月 13 日、第 5 回 8 月 17 日 
 
（２）5月 30日の事務レベル協議  

 この日、先に提出していた「再質問」に対しての教育委員会の回答への対応を聞くとと

もに、争点となっているいくつかの問題について実行委員会から見解をのべました。 
 第 1 は、教育委員会が過去の立場に拘泥する限り一歩も前に進めないことを強調し、文

科省の 2017 年通達や社会教育学の専門家などの見解を踏まえるとともに、地域交流センタ

ー建設にむけて教育委員会の人事が刷新されたことをきっかけに前向きで分かりやすい公

民館運営指針を示すべきだと主張したことです。教委側はこれについて再度持ち帰って検

討するとしました。 

 第 2は、「確認書」をめぐって、「使用してもらうために作った」（教育委員会）のだ

としても、外部から（とくに現職国会議員の秘書から）の問い合わせにあわてて「ブレー

キとアクセルを踏み間違え」、合意のないものを一方的に押しつけたことは重大な瑕疵に

あたると主張。 

第 3は、庁議に持ち込んだことは行政全体に責任が生じたことを意味すると強調し、理事

者としての責任の取り方が問われると主張しました。 

第 4は、地域交流センター建設を機会にあらたな公民館運営の一歩を踏み出すべきである

と町側の決断を促しました。 

 最後に再回答は遅くとも 6月末までに行えるようにし、回答原案についても双方で検討

を深めるよう求めました。 

 

（３）6月 30日の事務レベル協議 

 この日、「再質問」に対する町側の「回答原案」が示され、これにもとづいて協議しま

した。 
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 示された「回答」原案は、6 月議会で教育長が服部議員からの質問に対する答弁をベース

にし、「前向き」と受け止められる一面をもちつつも、基本的には前回の回答を踏襲するも

ので、大きな矛盾を抱えたままであることが読み取れました。 
 その特徴の主なものは次の通りでした。 
① 回答書の前に一節（前書き）を設けて、社会教育法の解釈、今後の公民館運営のあり

かたに前向きの姿勢を見せている。 
② しかし、前書きを除く「回答書」の部分は、ほとんど従来の立場の繰り返しと教委の

処分の合理化に終始をしており、前書きとの整合性がとれていない。 
 実行委員会から、次のように提案しました。 
① 回答の部分はこれまでとほとんど認識が変わっていない。「取り消し」の法的な根拠に

ついても当時はそのような認識であったとしても、それは今からみれば大変不十分なもの

で、認識の深まりを反映させるべきだ。 
② 従って、多少時間はかかっても「スタンス」を変えない限り前進はない。前向きの姿

勢は評価するので、その姿勢を回答全体に反映させてほしい。 
③ ただ、他の公共施設を貸さなかった点は重大な法令違反であって、この点については

責任の取り方（例えば正式謝罪と減給など）を明確にされたい。 
④ 次回折衝時までに回答原案を見直し、期待に添うようなものにしてほしい。回答書は

回答書として受け取るが、その説明会にむけてあらためてこちらとしての要求を何点かに

まとめるので、それに沿って町長・教育長から回答をしてほしい。 
 
（４）7月 13日の事務レベル協議 

 この日の協議では、町側から次のような考えが示されました。 
① 「つどい」が社会教育法 23 条に抵触すると判断したのは当時の解釈にもとづくもので

ある。また、確認事項についても当時としては最善の方法であったと考えている。 
（「当時の認識、当時の解釈」という言い方で、現在の認識との相違を打ち出したとのべ、

かなり町側内部での調整に手間取ったことをうかがわせました） 
② 現在ふりかえってみて、「当時の認識が誤りであった」と表明することは不可能である。

そのかわりに今後の方針を示すので、今後どう認識を改めるかをくみ取ってほしい。 
そのために鑑文（前文）をつけて、基本的な考え方をのべる形式にした。 
（この点は、現在の課長・公民館長の努力のあとが見られる部分であり、事務折衝によっ

て町側が歩み寄った部分であると評価できる） 
③ 確認事項をめぐる経過や他の公共施設貸与にかかわる一連の不適切な対応については、

正式文書での謝罪をふくむお詫びをする。 
 実行委員会は、「再回答」の仕方として、次のように提案しました。 
① 7 月いっぱいをメドに町側からの再回答を行う。 
② 再回答の「説明会」を開く 



17 
 

・再回答を受け取ってから、改めて「要点をまとめた質問状」を提出することとし、それ

に基づいて回答を行うものとする。 
・説明会は報道機関を含む公開で行う。 
③ この説明会を受けて、実行委員会側は再度今後の方針を協議し対応を決めることとす

る。場合によっては、あらためて要求書を出すことになるかもしれないし、あるいは司法

の場で決着を付けることになるかもしれない。 
 
（５）池田町議会 6月定例会 一般質問 服部議員の質問 

 3 月議会に引きつづき服部議員が公民館問題を質問しました。（※022） 
 この時期には新年度になり、教育委員会の配置替えもあり、教育委員会と実行委員会と

の協議が始まりました。また、信濃毎日新聞、朝日新聞などが、池田町公民館問題を大き

く取り上げたことも影響を与え始めました。 6 月議会の答弁では、そうした状況の変化が

一定程度反映されるようになり、変化が見られました。 
①社会教育法第 23 条の解釈について質問された教育長は、貸し館事業にも第 23 条が適用

されるとのべたあと、文科省の通達に触れ「町もこの通達を改めて考慮し、公民館の運営

において第 23 条第 1 項 2 号の適用を広義に解釈せず、また特定の政党への支援や有利な条

件での提供及び特定の政党、選挙候補者への支持をすることなく、全ての政党、候補者等

に公平で利用しやすく、かつ社会教育法第 20 条の目的に沿い」運営していくと答弁。 
②一方で、「確認書」について「1 つだけではなくて全体のことを認めていただかなければ、

問い合わせをした方が何でと言ったときに答弁できなくなる」として、外部に説明するた

めの文書であることを明らかにしました。 
③今回も取り消しの最も大きな問題が「チラシの表現」であるとし、「皆さんから出された

ものについては偏りがある」と、依然として使用許可の前提に「チラシ」などでの表現が

あることにこだわりを見せました。 
 
（６）「総括的質問書」の提出（8月 17日） 

 8 月 17 日の事務レベル協議に先だって、実行委員会から再質問をまとめた「総括的質問

書」（公民館問題に関する再質問への回答および説明会について）（※023）を提出しました。 
 「総括的質問」とした理由は、2 月提出の「再質問」が多岐にわたり、かつ詳細な質問で

あったために、項目毎に回答を受けることは時間的にも説明上も不合理だろうと判断し、

回答そのものは文書で行うことにして、説明は要点を絞った質問書に対して行うようにす

べきだろうと判断したことにありました。 
 この「総括的質問」は、前文で回答までに半年もかかったことを批判しつつ、改めて「公

民館使用許可取消処分」の不当性・違法性を指摘し、「誠実・真摯に対応」することを求め

ています。 
 その上で、①取消処分に至る経過とその中で示された「確認書」について、②憲法・教
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育基本法の受け止め方と社会教育法の解釈について、③他の公共施設の利用を認めなかっ

た問題について、④務台衆議院議員の集会への干渉について、⑤今後の公民館、地域交流

センターの運営をめぐって、の 5 点にわたって質問事項を整理し、町と教育委員会の見解

をただすものでした。 
 
（７）8月 17日の事務レベル協議 

 この日の事務レベル協議で確認されたことは以下の通りでした。 
① 説明会は公開とする。 
 参加者の中心はつどい実行委員会メンバーとするが、12 月 2 日の「つどい」に参加し 
た町外の人も経過からみて当然参加できる。 
② ビデオ撮影について 
 撮影した映像は記録として残すことは認める。ただし、不特定に向けては公開（たとえ

ば YouTube など）しない。 
③ 全体の進行役は町側が行う（丸山生涯学習課長の予定）。実行委員会側も進行役を置き、 
必要に応じて参加者からの発言などを調整する。 
 なお、説明会の位置づけは、幕引きをはかるためのものでも、いたずらに協議を長引か

せるためのものでもないことを確認、あくまで現時点での双方の考えをのべ、相違点など

を確認し、今後のとりくみにつなげる意味をもつものであることを確認しました。 
 この場で教育委員会から、他施設の貸与拒否問題については回答日に何らかの踏み込ん

だ発言があるとの示唆がありました。 
 なお、説明会の次第を次のようにすることを合意しました。 
 ①池田町町長あいさつ、実行委員会代表あいさつ 
 ②自己紹介 
  池田町 町長、副町長、教育長、総務課長、生涯学習課長、公民館長、前公民館長 
      以上 7 名の予定 
  つどい実行委員 主なメンバーのみ自己紹介 他は発言時に名前を言う 
 ③回答書の手交と総括的回答 教育長の予定 
  正式な回答書を手交するので、総括的な回答については口頭発言とし文書では出さな 
 い。 
 ④個別の問題について質疑、意見交換 
  ・12 月 2 日に至る経過と「確認事項」について 
  ・憲法・教育基本法・社会教育法をめぐって 
  ・公共施設の貸与拒否問題について 
  ・務台議員の書き込みと干渉について 
  ・今後の公民館、地域交流センターのあり方をめぐって 
 ⑤その他 
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※参考資料 
022 池田町議会 6 月定例会 一般質問 服部議員の質問 
023 池田町への総括的質問（2017 年 8 月 17 日） 
 
 
§7 再質問に対する回答およびその説明会（2017 年 8 月 29 日） 

 8 月 29 日、池田町役場で、町側から町長、副町長、教育長以下町の担当者、実行委員会

側から事務局メンバーを含む実行委員会構成員、報道機関が集まり、回答説明会を開きま

した。（全文記録※025） 
 
 
（１）双方の冒頭あいさつと回答書の手交 

 町長、実行委員会事務局長の挨拶のあと「回答書」（「池田町公民館使用問題に係る再質

問の回答及びお詫びについて（過去の質問、・回答併記版）」※024）が手交されました。 
 町長の冒頭挨拶では、実行委員会の総括的質問の前文で「半年もの間、回答が引き延ば

されたことは不誠実だ」とした点をあげて「多岐に亘る 質問に真摯に答えるため時間を要

したものでありまして、指摘を受けましたような過度の 表現は全く受け入れられる内容で

はありません」と反発、「はっきり否定させていただく」と、強い調子で述べたことが注目

されました。実行委員会からはこの点については反論しませんでしたが、いささか見当違

いの批判であったことは過去の経過からも明白でした。 
 
（２）回答書概要説明（副町長） 

 副町長から回答書の概要についての説明がありました。 
①「確認事項」について 

 この時点の副町長の説明では、「確認書」は「公民館の使用許可を前提に、あくまでも実

行委員会との 11 月 29 日の協議内容について文書をもってお互いに確認をし、内容に相

違があれば修正するという性質のものであった」としつつ、「今回「確認事項」という形式

により協議内容に承認を求めるものであるという誤解を与えた」点、「お互いに話す機会を

設け、丁寧な説明をすべきであった」点について反省すると述べました。また事務取り扱

い上不備があったので、今後「公民館管理規則」の見直し、使用許可書の見直しを行うと

しました。 
②他の公共施設の貸し出しについて 

 副町長は、「公共施設使用申請については、地方自治法 244 条の規定によりまして、正

当な理由がない以外は利用を拒むことはできない」となっているが、一方で集会の目的が
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それぞれの施設の設置目的にかなっていたかどうかは検討の余地があるとしつつ、「公民館

以外の施設をすみやかにご案内できなかったことについて町として深く反省」「実行委員会

の皆さまに混乱を与えてしまったことに心よりお詫びを申し上げ」、引責措置を講じる旨を

表明しました。 
③社会教育法第 23条の解釈をめぐって 

 副町長は、「公民館の貸し館事業も公民館の運営の 1 つであるから社会教育法第 23 条が

適用され、従って公民館の貸し館申請者にも適用される」という従来の見解を繰り返しま

した。その上で、次のように述べました。これは回答前文で書かれている内容であり、今

回の回答の重要なポイントとなる見解です。 
 「その一方で、平成 27 年 7 月 28 日の文科省の生涯学習政策課長通達にありますよう 
に、若者を中心とした政治への関心向上のために同法第 23 条第 1 項第 2 号をできるだけ

制限しない形で政治的禁止行為を限定する傾向もございます。この通達を考慮しまして 23 
条第 1 項第 2 号について、公民館貸し館に対し、特定の政党や候補者に限らずあらゆる政

党・政治活動に対し広く公平に公民館を利用していただくことが公民館の政治的中立性を

確保するということも検討したいと考えているところでございます。」 
 その上で、公民館内規案を後に提示するとしました。 
 
（３）公共施設の貸し出し問題についての理事者の引責 

 甕町長は、公民館以外の公共施設を貸し出さなかったことについて、「けじめ」として理

事者の給料減給の処分を行うと表明し、実行委員会に対して深々と頭を下げました。 
 この模様は、新聞各紙で大きく報道されました。（※026～030） 
 
（４）平林教育長 総括的質問に対する回答 

 つづいて、教育長が総括的質問の各項目について、当事者としての感想も交えつつ詳細

に説明しました。 
 この中で、注目すべき点がいくつか見られました。 
①「確認書」の作成を 11 月 29 日に話題にしていればよかったが、それをしなかったのは

教育委員会に非がある。 
「確認書」は「協議内容をお互いに確認するための文書」であり、「話をした裏付けとして

欲しかっただけ」だとし、「事務局長さんが承認しないとのことから発給せずに廃案するも

のと私たちは考えていました」と、事実上存在しない文書であることを認めました。 
②庁議について、「あくまでも経験者の意見を聞く場と考えて」いたとして、「庁議での意

見を参考に取り消した後、事務局長に連絡をし、午後 3 時来館の約束をしました」と述べ

ました。しかし、実際には、「庁議での意見を参考に取り消した後、事務局長に連絡」とい

う部分は公民館長の受け売りで、虚偽事実でした。 
 しかし、全体として「事務局長との間で生じた誤解が解けるよう粘り強く話し合う 機会
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を設け、丁寧な説明をすべきであった」と反省の弁を述べました。 
③ 憲法などの法律について 
 ここでは、教育長は従来の自説を披瀝し、「本来の集会目的が言われるとおり単に選挙に

おける野党共闘のあり方を模索し、方向を議論する集会なら全く問題はありません」とし

ながら、結局「チラシ」の文面（野党共闘を勝利させよう、安倍内閣を打倒しよう）とい

う表現に反応し、社会教育法に触れるとみなしたとしました。 
 同時に、「人の名誉を毀損するような表現・言論の自由は憲法でも社会教育法でも許され

るものではない」として、政治的な主張を「名誉毀損」や差別的言辞と受け止めるかのよ

うな発言をしました。 
 さらに、平成 25 年の文科省中教審社会教育推進体制のあり方に関するワー キンググル

ープの「審議の整理」を持ち出して、政治的中立があたかも利用者にも求められるかのよ

うな発言をしました。 
④他の公共施設の利用を認めなかった点について 
 この点については副町長の発言を繰り返し、実行委員会の集会が当該施設の設置目的に

かなうかどうかの検討は必要との含みを持たせつつも、理事者として混乱を与えたことを

謝罪すると述べました。 
⑤務台議員の集会への干渉 
 実行委員会から指摘されるまで務台議員のフェイスブックへの書き込みは知らなかった

とし、外部からあった複数の問い合わせの 1 つに過ぎない述べ、確認事項を秘書に送付し

たり意向に添ったりするようなことは一切ないと述べました。 
⑤今後の公民館の運営をめぐって 
 社会教育法の解釈について、教育長は「目的が相手を倒そうとか打倒何々という趣旨で

はなく、参加者が政治的教養を高めるための勉強会・学習会であれば」と、自らの解釈に

こだわりを見せ、限定をつけながら「平成 27 年の文科省通達」を引き合いに出して、今後

は「同法第 23 条第 1 項第 2 号をできるだけ制限をしない形で解釈をし、政治的禁止行

為を限定することは大切だ」としました。 
 また、具体的な運営規則案については、「広島市や和歌山県岩出市の先進事例を参考にし

ながら」と述べながら、「してはいけないという具体的な禁止内容を記載し、それ以外は許

可する方向で認めていくという考え方」に立つと、問題のある発言を行いました。 
 
（５）公民館内規案の説明 

 公民館長から、「現在まだ試案の段階だが」と断った上で、新しい公民館の使用規則の案

が説明されました。 
 内容は、「禁止事項を明確にし、それ以外はできるだけ幅広く利用していただくものにす

る」といいながら、社会教育法第 23 条を大上段にかかげ、抵触するかどうかについてもチ

ラシなどの提出を義務づけるなど、現在よりはるかに後退した危険な内容を持つものでし
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た。 
  
（６）回答および説明に対する質疑 

 このあと、町・教育委員会と実行委員会との間で、経過、法律の解釈、公民館の今後の

運営などについて、順次質疑を交わしました。 
 経過については、取消処分があってから初めて当事者間でやりとりを行う機会となった

ために、2016 年 11 月末から 12 月 1 日にかけての生々しいやりとりとなり、それだけに矛

盾点も明確になりました。とくに、「確認書」をめぐる前公民館長の記憶の曖昧さ、事実の

捏造の疑いが濃厚となったこと、11 月 29 日の双方の協議では確認書の話は一切なく、その

あとで教育委員会が外部向けの説明のためにつくったこと、内容も当日の話を曲解して作

文したことなど、取消処分の不当性を浮かび上がらせるものとなりました。 
 ただ、時間が足りなかったために、さらに深く追求できない恨みを残す場面も多く見ら

れました。 
 説明会の内容については、多岐にわたるため、ここでは省略しますが、教育委員会の不

手際、落ち度などが次々と浮き彫りにされ、その後の双方の協議に大きな影響を与えるも

のとなりました。 
 
※参考資料 
024 実行委員会の再質問書に対する町の回答（2017 年 8 月 29 日） 
025 回答説明会 全文記録 
026 信濃毎日新聞記事（2017 年 8 月 29 日） 
027 中日新聞記事（2017 年 8 月 30 日） 
028 朝日新聞（2017 年 8 月 30 日） 
029 市民タイムス記事（2017 年 8 月 30 日） 
030 大糸タイムス記事（2017 年 8 月 30 日） 
 
 
§8 「経過問題」に限った再協議（2017年 10 月 6 日） 

 8 月 29 日の回答説明会での質疑の結果、経過の中でさらに解明すべき問題点が見えてき

たため、10 月 6 日、教育委員会と実行委員会の主要メンバー（取消処分に関係した当事者）

とで、経過に限定してつっこんだ協議を行いました。（全文記録※031） 
 
（１）今回の協議の目的と意義 

 最初に副町長が、この日の協議を持った意味について次のように述べました。 
 「前回 8 月 29 日の説明会で消化不良の点があり、事務レベルの話合いで、昨年 11 月 29 
日から 12 月 2 日の経過を当事者出席のもとで整理しようということになった。それを受け
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て次のステップにすすめたい」 
 
（２）前公民館長からの経過説明 

 前公民館長が経過について、双方で相違ある点を説明するとして、4 点述べました。8 月

29 日に話した内容をなぞるだけのもので新味は全くありませんでした。 
 
（３）質疑 

①12 月 1 日の朝、事務局長に電話して、そのときに午後 3 時に来てほしいと告げたと強弁

しましたが、事務局長は電話を受けておらず、その認識は捏造だとこれをきっぱり退けま

した。 
②11 月 29 日昼の双方での話合いの際に、選挙に関して事務局長が「選挙はまだ 2 年先だか

ら、選挙活動の話などするわけがない」と話したことを「選挙に関する話題・議論をいっ

さいしない」と話したと間違ってとらえて、確認書に書き込んでしまった教育委員会の不

手際が露呈しました。 
③「確認書」は合意が得られなかったので、その時点で破棄されるべきだと解釈していた

が、誤って判をついて出してしまった、と理事者の管理責任を認めました。 
④庁議に出席した理事者の責任として、副町長は「理事者としてもう一回ブレーキをかけ

て冷静に話し合えというべきだった。反省しているし責任はある」と、その責任を認めま

した。 
 
（４）実行委員会からの提案 

 この日のやりとりの中で、最後に実行委員会から、「すでに確認書は存在しない文書だと

明白になったのだから、取消処分書も撤回し、その上で社会教育法の解釈の問題や新しく

建設される地域交流センターの運営について議論するべきだ」と提案。 
 これに対して教育長は、「納得する面もあるが、取り消しをするということについてはも

う少し考えをまとめ させてほしい」と「処分書の撤回」に含みを持たせました。 
 
※参考資料 
031 「経過問題」に限った教育委員会との協議（2017 年 10 月 6 日） 全文記録 
 
 
§9 取り消し処分撤回に向けた最終協議 

（１）事務レベル協議（10月 19 日） 

 実行委員会はこの日の事務レベル協議において、回答説明会および経過についての協議

の結果を受けた見解（「10 月 19 日の事務レベル協議にあたって」※032）を発表し、それ

にもとづいて協議を進めるように伝えました。 
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 この文書において、実行委員会は、今後の議論の前提は、問題点を明確にした町・教育

委員会の謝罪と、取消処分の撤回以外にないこと、それがあって初めて今後の生産的な協

議の土台が作られることを明らかにしました。 
 この文書は、その後の教育委員会との協議をリードし、その後作られた教育委員会から

の合意案に反映されました。 
 
（２）実行委員会と教育委員会との最終協議（12月 12日） 

 教育委員会から、先の事務レベル協議の際に示した実行委員会の解決案にそって事前に

提案があり、それにもとづいて双方の合意案を協議しました。 
 合意書は、つどい実行委員会の提案通り、「町・教育委員会の謝罪文」と「今後の方向に

ついての合意書」の 2 通を作成することとし、12 月 26 日に共同記者会見を開いて、合意

の内容について発表することになりました。 
 26 日までに、双方で合意案をさらに詰めて、最終文書に仕上げることも確認しました。 
 その後、最終文書作成までの間、実行委員会と教育委員会との間で、合意の基本線は崩

さないまま、表現上の微調整を行いました。 
 信濃毎日新聞が、双方からの取材をもとにこれらの動きを紹介しました。（※033） 
 
※参考資料 
032 事務レベル協議にあたっての実行委員会の見解（2017 年 10 月 19 日） 
033 信濃毎日新聞記事（12 月 15 日付け） 
 
 
§9 取り消し処分の撤回と町・教育委員会との合意書および共同記者会見 

 

（１）町・教育委員会の謝罪と「取り消し通知書」撤回（12月 26日） 

 年末も押し迫った 12 月 26 日、池田町および教育委員会は、公民館使用許可取り消しに

係わる様々な手続き上の不手際や間違いによって実行委員会に迷惑と混乱を与えたことを

謝罪し、「取り消し通知書」を撤回しました。 

 午前 10 時からの共同記者会見で、平林教育長は、謝罪文（「池田町公民館使用許可取り

消し」に関する謝罪と「通知書」の撤回 ※034）にそって、撤回の理由、および謝罪の内

容を説明しました。また、大槻副町長は、双方の話し合いを促すことなく、取り消しの性

急な判断を容認したことを理事者の立場として謝罪、さらに他の公共施設を貸さなかった

ことについても引責措置（理事者の給与減額）を 1月臨時議会に提案すると説明。 

 その後、理事者、教育委員会職員が頭を下げて実行委員会側に謝罪の意を表明しました。 
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（２）今後の対応についての合意書の署名（12月 26日） 

 続いて、残された課題について双方で合意した文書にもとづいて、実行委員会側の牛越

事務局長がその内容を説明。その上で、社会教育法第 23条の解釈をめぐる双方の見解や新

設地域交流センターの運営規則などについて今後協議を続けることを盛り込んだ「合意書」

（※035）に双方が署名しました。 

 

（３）共同記者会見 

 つづいて、謝罪の内容と合意文書について、共同記者会見に移りました。 

 冒頭、実行委員会側から今回の合意にあたっての会としての見解（※036）を説明。文面

にそって 3つの重要な総括点があることを強調しました。 

 

 続いて、出席した記者とのやりとりが活発に行われました。 

 質疑では、社会教育法第 23条についてはまだ双方の見解に相違があることに集中し、再

び同じような事案が生じた場合に教委がまた使用許可を取り消すことがあるのではないか、

そもそも貸さないことになるのではないか、また、これらの協議で果たして前進があった

のか、また教育委員会は今後この問題についてどう考えていくのかという質問が相次ぎま

した。 

 教育長は、 

①公民館は使ってもらうことが大前提である。 

②今回の問題では文面に問題があったとしても、使ってもらいたいために確認書をつくっ

たが、説明不足のために逆の方向に動き、結果として迷惑をかけることになった。 

③公民館は社会教育法によって、政治的教養を高めることが目的になっている。これが使

用許可の判断の根拠になる。 

③社会教育法の解釈については、当時は適正であったと考えているが、今後は 27年文科省

通達なども踏まえ、具体的に規則もできるだけ開かれたものにしていく。 
などと答えました。 
 また、同じような申請が行われた場合に認めることがあるのかと問われ、可能性はある

とし、法解釈とその運用の幅を広げていくと返答しました。 
 実行委員会からは、政治的教養というとき、「教養」の幅は広く、その枠の中で認めると

いう方向もあるとの意見がありました。 
 また、実行委員会は、事務レベル協議の中で、8 月 29 日に出された公民館規則案は今後

の協議の前提とせず白紙撤回することになったことを紹介。記者から教育長にその裏付け

がほしいと促され、教育長は「その通りである」と答えました。記者とのやりとりは別記

（※037）の通りです。 
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（４）各社の報道 

①NHK は 12月 27 日、午後のニュースで記者会見の模様を報じ、教育長の「法律の解釈は

まだ一致していないが、今後、運用の変更も検討して、政治的教養の場として使

いやすい施設にしたい」という発言と、つどい実行委員長の「残された課題はあるが、

話し合いを続けたい」との発言を紹介しました。また、その中で千葉大学の長澤成次

名誉教授の次のような談話を紹介しました。 

「自治体が誤りを認めて両者で合意を図ったことは高く評価できる。公民館は、

住民が社会的、かつ政治的な自由に議論ができる場なので、今後も双方でじっく

り議論してほしい」（※038） 

 

②新聞各社は 12 月 27 日付けの紙面で、記者会見の模様を報じました。 

                                                    （※039～044） 

 

※参考資料 
034 池田町・教育委員会謝罪文 
  「池田町公民館使用許可取り消し」に関する謝罪と「通知書」の撤回について 
035 公民問題をめぐる今後の対応についての合意書 
036 合意にあたっての実行委員会の見解 
037 記者会見での記者とのやりとりの詳報 
038 NHK ウエブニュース（現在リンク切れ） 
039 信濃毎日新聞 
040 朝日新聞 
041 毎日新聞 
042 中日新聞 
043 市民タイムス 
044 大糸タイムス 
 
 
§10 今後に向けて 

（１）経過のなかから 

 「公民館使用許可取り消し」という例のない事態に、実行委員会は直ちに不当処分の取

り消しを求めて抗議。これが昨年 12月 5日でした。それからまる 1年。 

 当初の教育委員会の対応は、直前に取り消したことは謝るが、処分そのものも教育委員

の対応も正当であると主張。質問書を提出して教委の誤りなどを質しましたが、実行委員

会に対する対応は極めて硬直したものでした。 

 実行委員会は、県内の法律家でつくる自由法曹団長野県支部の弁護士のみなさんの支援
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も得て、問題点と教育委員会の処分の不当性をさまざまな面から指摘して教育委員会に誠

意ある対応を求めてきました。 

 4月に役場の人事異動があったことが、話し合いの気運を高める 1つのきっかけにつなが

りました。また何度かの町理事者との話し合いで、文書でのやりとりから直接対話への足

がかりを作ることができました。この背景には、このままでは裁判での決着に行き着かざ

るを得ないという状況の切迫性もあったと思われます。 

 いずれにしても、この頃から事務レベルでの折衝を何度も重ね、重要な段階では実行委

員会の全体会を開いて方針を相談し、記録をすべてウエブ上で公開して取り組みをすすめ

ていきました。 

 教育委員会側でも、仮に意見の相違は大きくても、いたずらに対立を深めるのではなく

話し合いで解決していこうとの真剣な模索も見られるようになり、話し合いの気運も次第

に見られるようになりました。 

 しかし、人事異動で公民館を含む生涯学習課のメンバーが一新されたことや、他の行事

との兼ね合いから話し合いは遅々としてすすまず、結局 9 月末になってようやく 2 月の質

問状に対する回答が行われるということになりました。その結果、話し合いが軌道に乗る

ようになった夏以降に、解決への動きが加速しはじめます。 

 何よりも、直接対話によって、教育委員会の不手際の数々を明るみに出すことができた

ために、取り消し処分の不適切さを教委自身が認めざるを得なくなったことが大きかった

と思われます。 

 また、社会教育法についても、実行委員会が平成 27 年文科省の通達（※045）や広島市

の公民館規則（※046）の存在を指摘し、社会教育法の解釈や運用の仕方についてもより具

体的につっこんで話をすることができるようになりました。 

 これらが、12 月 26 日の処分書の撤回に結びついたのだといえます。 

 

（２）今後の展望 

 「合意書」にあるとおり、相違点を埋める作業はこれからです。教育委員会が社会教育

法の解釈に固執している限りは、解決への道は困難なものにならざるを得ません。 

 しかし、「話し合いを通して一致点を広げる」という立場は間違いなく双方で共有されて

います。広く町民にも意見をもとめ、公平で開かれた公民館をめざすという姿勢を堅持す

れば、行政と最終的な合意点を見いだすことは十分可能です。 

 今回の合意は、そのことの何よりの例証になったものと確信いたします。 

 

                              ＜第 1部 おわり＞ 
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■ 第 2 部 2018 年 1 月～2018 年 12 月（終結） ■ 

 

§１ はじめに 

 2017 年末の教育委員会との合意では、様々な手続き上の不手際を謝罪した上に立って、

①社会教育法の解釈について、②公民館の運営規則などについて、の 2 点を課題として引

き続き協議を行うことを合意しました。 
 4 月に入り、副町長が退職、生涯学習課長が交代するなどの町の人事異動があったために、

2018 年度に入っても、町からは協議に向けての動きはありませんでした。 
 「つどい」事務局では、6 月ごろから 10 月にかけて再三にわたって公民館を訪れ、合意

の誠実な履行を促しました。 
 その結果、11 月に入ってようやく事務レベルでの協議に応じ、議論を進めることができ

るようになったのでした。 
 その間、町では新しく建設する地域交流センター（公民館、図書館を移転・新設）をど

のように運営するかの議論を重ねており、一定の方向性は協議していたのです。 
 その後、2 回にわたる「つどい」実行委員会の内部協議、および教育委員会との事務レベ

ル協議を経て、12 月 14 日、教育委員会との最終協議を行うことになりました。 
 以下は、その報告です。 
 
§２ 事務レベル協議 

（１）第１回事務レベル協議（2017年 11月 12日） 

  この日、つどい実行委員会は、１年にもなろうとする期間、何ら協議に応じなかった教

育委員会の姿勢を厳しく批判し、早急に議論する機会を設けて結論を出すことを促しまし

た。これに対して、公民館長は、教育委員会内部で公民館内規についてなかなか妥協点が

見いだせず時間がかかったとの説明がありました。 
 その上で、公民館長は、地域交流センターの運営に関して、公民館が行う事業は社会教

育法に基づいて行うが、「貸し館」として町民が活動する場合は、できる限り自由に制限な

くできるように運営したい、そのために内規はとくに設けず、センターの管理規則程度の

もので柔軟に運営するとの案が示されました。 
 実行委員会は、一定の評価はしながらも、社会教育法についての協議が全くすすんでい

ないこと、どのような理念に基づいて運営するのか、積極的な方針が示されていないこと

などから引き続き協議することとしました。 
 さらに、年内の決着をめざし 12 月 10 日前後を目標に協議を加速することも申し合わせ

ました。 
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（２）第２回事務レベル協議（2017年 12月 7日） 

 まず、年内で退職する教育長の日程などから最終協議の日程を 12 月 14 日とすることを

きめ、それまでに具体案をまとめることを確認。 
 つづいて、教育委員会が前回の協議を踏まえて作成した「池田町公民館問題をめぐる合

意書に係る課題の検討について（案）」について協議。 
 文面の前文では、「つどい」側の要求に応じて、地域交流センターを「住民すべてに開か

れた施設」として生涯学習や文化・教養の発展の拠点とするという理念を盛り込み、第 1
項目では、「『同法 23 条第 1 項第 2 号について、あらゆる政党・政治活動に対して広く公平

に公民館を利用していただくことが公民館の政治的中立性を確保する』との基本的立場に

変わりはありません」と記載、これまでの姿勢を再確認していました。 
 また、第 2 項目では、地域交流センターが複合施設になることから、「地域交流センター

長」をおき、統括管理するとの方針が示され、そのもとで可能な限り地方自治法適用の範

囲を広げた運用ができるようにするとの見解が示されました。 
 これに対して「つどい」側から、基本的に了解しながらも、依然として行政用語やわか

りにくい表現があること、「貸し館」として利用する場合は、政治的な活動も含めて制限な

く使えるように明記することなどを要求。再度文面を精査するように求めました。 
 公民館側は基本的にこれらを受け入れ、最終案を早急に示すことになりました。 
 
§３ 教育委員会との最終協議と公民館問題の終結 

（１）最終案の確認 

 つどい実行委員会事務局は、第２回事務レベル協議以降、メール、電話などで最後の詰

めを行い、教委の最終提案を了承し、12 月 14 日午後 4 時から教育長出席のもとで、最終

回答を行うこととなりました。 
 
（２）12月 14日 最終協議 

 12 月 14 日の最終協議には、池田町側から、教育長、生涯学習課長、公民館長の 3 名が

出席、つどい実行委員会からは事務局長以下数名が出席しました。 
 冒頭、教育長はこの間の経過を簡単に説明した後、「池田町公民館問題をめぐる合意書に

係る課題の検討について（回答）」（※047）前文を読み上げ、具体的には公民館長から説明

すると述べました。 
 つづいて、公民館長が回答書の内容について説明しました。 
 つどい実行委員会は数日前の会議において、これらの方針を基本的に受け入れることを

決定し、相違点を含めて「談話」（※048）で態度表明することを申し合わせていたため、

この日は事務局長が「談話」を読み上げ、この「回答」に対する見解を表明しました。 
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※参考資料 
047 池田町公民館問題をめぐる合意書に係る課題の検討について（回答） 
048 池田町公民館使用許可取り消し問題での 
          教育委員会との協議の終結にあたって（談話） 
049 信濃毎日新聞記事（2018 年 12 月 15 日） 
050 朝日新聞記事（2018 年 12 月 15 日） 
051 大糸タイムス記事（2018 年 12 月 16 日） 
 
（２）教育委員会との最終協議を終えて 

 2 年間に及ぶ長期の協議を終えて、大切だと思われる点を列挙しておきます。 
 第 1 は、新聞各紙が報じているように、公民館、図書館が移転して建設される地域交流

センターの完成を前に、この施設の理念と基本的なあり方を方向付けることができたとい

うことです。 
 社会教育法の解釈に相違があることを保留しつつ、できるだけ町民が使いやすい施設と

して運用するという教育委員会の方針は評価できます。ただ、運用面で使用料や使用時間

などの具体策は依然として残っており、「回答」の第 3 項目で確認しているように、今後町

民参加で議論を深めなければなりません。 
 第 2 は、最後まで「話し合いで物事を解決する」立場を双方が貫いたという点です。問

題発生当初は、教育委員会の姿勢に大きな問題がありました。そのために、つどい実行委

員会としては法廷での決着も視野に入れることも真剣に考えたのです。しかし、年度替わ

りと人事異動を契機に、事務レベル協議などを重ねて双方の意見をぶつけ合い話し合う方

向に転換、それから少しずつ合意点を詰めることができるようになりました。 
 立場の異なる両者の「せめぎ合い」ですから、いろいろな障害が発生することは避けら

れません。しかし、節度を持ち道理を尽くして議論し合うという「作法」を次第に双方が

理解し、実践してきたことは極めて意義のあることです。 
 第 3 は、今回の問題の本質は「表現・集会の自由」をどう守るのかが問われたことです。 
 従って、私たちは談話で、とくにこの点を強調しました。 
 私たちは今回の最終協議の結果について、すべてを「手離し」で評価しているわけでは

決してありません。何よりも、社会教育法についての考え方にはまだ大きな開きがあり、

その解釈次第では、今後も同じような問題が起こっても不思議ではありません。 
 私たちの権利は誰かが保障してくれるわけではありませんから、私たち自身の不断の努

力によって守り育てて行かなければなりません。そのことを改めて学びました。 
 私たちの 2 年間に及ぶとりくみが、全国で同じような問題に直面している方々の参考に

なれば望外の喜びです。 
                             2018 年 12 月 17 日  
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＜参考資料一覧＞ 

001 池田町公民館への使用許可申請書 
002 池田町公民館使用規定（内規） 
003 「町民と政党のつどい」チラシ 
004 池田町公民館使用許可に係わる確認事項について（「確認書」）（2016 年 11 月 30 日） 
005 池田町公民館使用許可取り消し通知書（2016 年 12 月 1 日） 
006 公民館使用許可取り消しに対する抗議文（2016 年 12 月 5 日） 
007 抗議文に対する教育委員会の回答（2016 年 12 月 16 日） 
008 池田町議会 12 月議会 一般質問 服部議員の質問（2016 年 12 月 18 日） 
009 公民館長 経過報告 
010 町への質問書「池田町の『回答』に関する質問と要求」（2016 年 12 月 27 日） 
011 自由法曹団抗議声明（2016 年 12 月 27 日） 
012 実行委員会の見解（全文）（2017 年 1 月 20 日） 
013 実行委員会の見解（要約版）（2017 年 1 月 20 日） 
014 「質問と要求」に対する町からの回答（2017 年 2 月 1 日） 
015 再質問書の提出（2017 年 2 月 28 日） 
016 公民館問題学習会チラシ（2017 年 4 月 9 日） 
017 地元紙の報道（2017 年 4 月 11 日 大糸タイムス） 
018 地元紙の報道（2017 年 4 月 11 日 信濃毎日新聞） 
019 地元紙の報道（2017 年 4 月 25 日 信濃毎日新聞） 
020 地元紙の報道（2017 年 4 月 29 日 朝日新聞） 
021 池田町議会 3 月定例会 一般質問 服部議員の質問（2017 年 3 月 15 日） 
022 池田町議会 6 月定例会 一般質問 服部議員の質問 
023 池田町への総括的質問（2017 年 8 月 17 日） 
024 実行委員会の再質問書に対する町の回答（2017 年 8 月 29 日） 
025 回答説明会 全文記録 
026 信濃毎日新聞記事（2017 年 8 月 29 日） 
027 中日新聞記事（2017 年 8 月 30 日） 
028 朝日新聞（2017 年 8 月 30 日） 
029 市民タイムス記事（2017 年 8 月 30 日） 
030 大糸タイムス記事（2017 年 8 月 30 日） 
031 「経過問題」に限った教育委員会との協議（2017 年 10 月 6 日） 全文記録 
032 事務レベル協議にあたっての実行委員会の見解（2017 年 10 月 19 日） 
033 信濃毎日新聞記事（12 月 15 日付け） 
034 池田町・教育委員会謝罪文 
  「池田町公民館使用許可取り消し」に関する謝罪と「通知書」の撤回について 



32 
 

035 公民問題をめぐる今後の対応についての合意書 
036 合意にあたっての実行委員会の見解 
037 記者会見での記者とのやりとりの詳報 
038 NHK ウエブニュース（現在リンク切れ） 
039 信濃毎日新聞 
040 朝日新聞 
041 毎日新聞 
042 中日新聞 
043 市民タイムス 
044 大糸タイムス 
045 平成 27 年文科省通達 
046 広島市公民館規則 
047 池田町公民館問題をめぐる合意書に係る課題の検討について（回答） 
048 池田町公民館使用許可取り消し問題での 
          教育委員会との協議の終結にあたって（談話） 
049 信濃毎日新聞記事（2018 年 12 月 15 日） 
050 朝日新聞記事（2018 年 12 月 15 日） 
051 大糸タイムス記事（2018 年 12 月 16 日） 


